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○地域の活力創生チャレンジ事業支援金交付要綱 

平成１８年３月２４日 

町要綱第２号 

沿革 平成１９年３月２６日町要綱第３２号 

平成１９年１２月２６日町要綱第４８号 

平成２５年３月２２日町要綱第２号 

平成２５年９月３０日町要綱第２８号 

平成２５年１２月２７日町要綱第３２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、下諏訪町協働推進条例（平成１６年下諏訪町条例第３号）に基

づき、下諏訪町が個性とアイディアあふれる活力あるまちづくりを推進するため、

町民等が自主的及び主体的に行う事業に対して、地域の活力創生チャレンジ事業支

援金（以下「支援金」という。）を交付することについて、下諏訪町補助金等交付

規則（平成１５年下諏訪町規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付対象となる者は、町内において公益活動を行う町民等とする。

ただし、構成員が未成年者の場合は、公益活動に対し責任を負える成人者が参加し

ていること。 

（交付対象事業） 

第３条 支援金の交付対象事業は、町民等が町内において行う社会性の高い自主的か

つ公益的な事業とする。ただし、次に掲げる事業は、交付対象事業としない。 

(1) 町が交付するこの要綱以外の補助金等の交付を受けた事業 

(2) 国又は県の支出する支出金若しくは補助金等の交付を受けた事業 

(3) 宗教的活動に関する事業 

(4) 政治的活動に関する事業 

(5) 公序良俗に反する事業 

(6) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

（交付対象経費） 

第３条の２ 支援金の交付対象経費は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を
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控除したものとする。 

(1) 団体の運営費及び人件費並びに事務所の維持管理経費 

(2) 食糧費 

(3) 直接事業に関わらない視察等の経費 

(4) その他町長が不適当と認める経費 

（支援金の交付額） 

第４条 支援金の交付額は、１事業１００万円を上限とする。ただし、町長が必要と

認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による支援金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が定める期限までに地域の活力創

生チャレンジ事業支援金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、町長に

提出するものとする。 

２ 交付金の申請をした者は、第１３条に規定する審査会による審査を受けるものと

する。 

（交付決定） 

第６条 町長は、審査会の意見を基に支援の可否及び支援額を決定し、速やかに申請

者に地域の活力創生チャレンジ事業支援金交付決定通知書（様式第２号）により通

知するものとする。 

２ 町長は、支援金の交付の決定をする場合において、支援金の交付目的を達成する

ために必要があるときは、支援事業者に対し条件を付すことができる。 

（交付請求） 

第７条 前条により交付決定通知を受けた者は、地域の活力創生チャレンジ事業支援

金交付請求書（様式第３号）により、支援金を請求するものとする。 

（事業の変更及び中止） 

第８条 支援金の交付を受けた者が、やむを得ない事情により事業の主要な部分を変

更又は事業を中止する場合は、速やかに町長に地域の活力創生チャレンジ事業（変

更・中止）承認申請書（様式第４号）を提出し、町長の承認を受けなければならな

い。 
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２ 町長が前項の規定により承認をした場合は、地域の活力創生チャレンジ事業（変

更・中止）承認通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（事業報告） 

第９条 支援金の交付を受けた者は、事業完了後３０日以内又は交付決定があった日

の属する年度の３月末日のいずれか早い期日までに地域の活力創生チャレンジ事業

報告書（様式第６号）を町長に提出し、審査会の審査を受けるものとする。 

（支援金の返還） 

第１０条 町長は、審査会において事業報告書に基づき事業内容及び収支決算につい

て審査した結果、事業を中止した場合のほか不適切と認められる場合は、支援金の

一部又は全部を返還させることができる。 

（申請の回数） 

第１１条 支援金申請事業については、毎年度審査するものとし、採択を受けた同一

申請者による同一事業の再申請は、２回までに限る。 

（支援金の普及広報） 

第１２条 支援金により整備した施設や設備、成果品又は取得した物品等には、原則

支援金の交付を受けた年度及び支援金を活用した旨の表示を行うこととする。なお、

表示に係る経費は支援対象とする。 

（審査会の設置） 

第１３条 支援金の交付について審査を行うために、地域の活力創生チャレンジ事業

審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

（審査会の任務） 

第１４条 審査会は、事業に係る支援の可否及び支援額について審査するとともに、

事業報告にあっては事業内容及び収支決算を審査し、審査結果を町長に報告するも

のとする。 

（審査会の組織） 

第１５条 前条の審査会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 下諏訪町協働推進審議会委員 

(2) 下諏訪町行政改革審議会委員 

(3) 識見を有する者 
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(4) 公募による町民 

（審査委員の任期） 

第１６条 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第１７条 審査会の事務局は、総務課に置く。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２６日） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年９月３０日） 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行し、平成２６年度分の支援金から適用

する。 

附 則（平成２５年１２月２７日） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２６年度分の支援金から適用する。 

附 則（令和３年３月２２日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


